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会 議 概 要 

会 議 の 名 称  平成２９年第１回久喜市学校給食審議会 

開 催 年 月 日 平成２９年１月１２日（木） 

開 始 ・ 終 了 時 刻  午前１０時００分 開始   午後０時００分 終了 

開 催 場 所 
菖蒲総合支所（４階） 

菖蒲コミュニティーセンター 第１集会室 

議 長 氏 名  議長 村田文雄 

出 席 委 員 (者) 氏 名 

石川隆子、入江講児、久保たち子、貞方登志夫、堀越千鶴子、落

合統一、村田文雄、尾崎彰吾、古川 歩、大谷宥仁、谷野友昭、

根本昌子、岡安 貢 

欠 席 委 員 (者) 氏 名 野原秋男、大濱万知子 

説 明 者 の 職 氏 名 田口課長補佐兼保健給食係長 

事務局職員職氏名 

 柿沼教育長、関根教育部長、真田教育部副部長兼教育総務課長、

赤岩学務課長、川羽田学務課指導主事兼主幹、深谷学務課主幹兼

鷲宮学校給食センター所長、田口課長補佐兼保健給食係長、小池

学務課保健給食係主査 

会 議 次 第 

Ⅰ 久喜市学校給食審議会委員委嘱式 

１ 委嘱書交付 

２ 教育長あいさつ 

３ 委員及び事務局職員の紹介・諸連絡 

Ⅱ 平成２９年第１回久喜市学校給食審議会 

１ 開会 

２ 会長及び副会長の選出 

３ 諮問 

４ 議事 新学校給食センター整備における骨格となる事項 

（設置場所・規模・運営方式）について 

５ その他 

６ 閉  会  

配 布 資 料 

１ 会議次第 

２ 久喜市における学校給食基本方針 

３ 東京理科大学久喜キャンパス跡地の活用計画等に関する説明会 

資料 
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４ 全体平面図 

５ 久喜市学校給食審議会条例 

６ 委員名簿 

７ 傍聴要領（案） 

会 議 の 公 開    

又 は 非 公 開 
 公開 

傍 聴 人 数  ５人 
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様式第 2号(第 5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

皆様、こんにちは。 

本日は、ご多忙の中、また、お寒い中、久喜市学校給食審議会にご出

席を賜り誠にありがとうございます。 

会議を始める前に、お手元にございます配布資料について、確認をさ

せていただきます。封筒の中に入っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

本日、お配りしております資料は７点ございます。 

１点目 会議次第 

２点目 久喜市における学校給食基本方針 

３点目 東京理科大学久喜キャンパス跡地の活用計画等に関する説明 

会資料 

４点目 全体平面図 

５点目 久喜市学校給食審議会条例 

６点目 委員名簿 

７点目 傍聴要領（案） 

の７点でございます。ご確認の上、不足等がございましたら申し付け

くださいますようお願いいたします。お揃いでしょうか。 

 

「はい」との声あり。 

 

はじめに久喜市学校給食審議会委員委嘱式を執り行います。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、学務課指導主事兼

主幹の川羽田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

これから委員の皆様お一人お一人に柿沼光夫教育長から委嘱書を交付

いたします。お名前をお呼びいたしましたら、たいへん恐縮ではござい

ますが、その場でご起立をお願いいたします。 

 

【委嘱書交付】 

 

ありがとうございました。 
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柿沼教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、久喜市教育委員会教育長 柿沼光夫 からごあいさ

つを申し上げます。 

 

 はい。皆様、こんにちは。 

久喜市の教育長の柿沼と申します。 

本日は、大変お忙しい中、久喜市学校給食審議会委員委嘱式及び

平成２９年第１回久喜市学校給食審議会にご出席を賜りまして誠

にありがとうございます。 

また、平素より本市の教育行政に格別なるご理解とご協力をいた

だいておりますことに、この場をお借りいたしまして厚くお礼申し

上げます。 

この菖蒲庁舎でございますけれども、菖蒲総合支所の自慢はこの

時期になると向こう側に富士山がくっきりと見えるという大変素

晴らしいところでありますが、今日本当に忙しい中ご出席を賜りま

してありがとうございます。 

さて、久喜市は、平成２２年３月に合併いたしましたので、今年

で８年目に入るわけでございます。この合併以来の課題の１つに学

校給食のことがあるわけでございます。 

そのような中、教育委員会では、平成２６年１２月に本市におけ

る今後の学校給食の基本的な方針を定めた「久喜市における学校給

食基本方針」を策定したわけでございます。 

この基本方針は、「子どもたちの笑顔があふれる久喜の学校給食」

という基本理念のもと、久喜市における学校給食の目指すべき方向

や、施設の基本的な整備方針等について示したものでありますが、

久喜市学校給食審議会に諮問いたしまして、１２回にわたる審議の

上、答申をいただき、策定となったものでございます。 

現在、本市の学校給食施設でございますが、建築後４２年が経過

する鷲宮第１学校給食センターをはじめ、鷲宮第２学校給食センタ

ー、全国農協食品株式会社久喜事業所、栗橋西小学校及び栗橋小学

校調理室と、複数の施設で老朽化が進んでおり、衛生管理の点から

も、これらの施設については、早急に建替えや改修が必要となって

おります。 

また、本市の学校給食は、平成２４年度に給食費を統一しました

が、運営方式、献立等については、現在も統一が図られておらず、

児童生徒・保護者の間では同じ給食を提供して欲しいとの声も伺っ
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てきたところであり、このことは、昨年、給食費の改定についてご

審議いただいた際にも同様のご意見をいただいているところでご

ざいます。 

そのようなことから、教育委員会では、老朽化の著しい鷲宮第

１・第２学校給食センターの建替え、これを喫緊の課題と捉え、新

たに施設の建設が可能となる候補地を調査するとともに、老朽化し

た他の給食施設の更新や民間企業への全面委託方式で実施してい

る給食の業務委託を含む直営方式への変更、さらに、現在、地区ご

とに異なっている給食内容の統一などについて「基本方針」に基づ

き検討を重ねてきたところでございます。 

そのような中、東京理科大学跡地の活用方法、ご案内のとおり昨

年の３月末をもって東京理科大学が神楽坂の方へ撤退いたしまし

た。その跡地が久喜市に一部無償譲渡されたわけですが、その跡地

の活用方法の検討が始まり、教育委員会といたしましても、新学校

給食センターの用地として活用できないか、検討を行ってきたとこ

ろでございます。  

東京理科大学の跡地でございますが、地理的には本市のほぼ中央

に位置し、上下水道、電気、ガスといったインフラ整備、周辺の道

路環境等も整っており、新しい学校給食センターの建設候補地とし

て、大変に適した場所であることが確認できたわけでございます。 

また、仮に、市内全小・中学校の給食を１か所で賄うとした場合

には、市内の各地区でまちまちであった献立や運営方法を統一でき

るというメリットがあり、理科大跡地は、それに対応するための規

模の施設を建設できる十分な広さを確保できることから、今回、最

大の調理能力でございますが、１２，０００食規模の学校給食セン

ターとして、提案させていただいているところでございます。 

この後、新学校給食センター整備における骨格となる事項、並び

に新学校給食センター整備基本計画について、諮問をさせていただ

きますが、委員の皆様方には、久喜市の将来を担う子どもたちに、

安全で安心なおいしい給食を将来にわたって安定的に提供してい

くための「新学校給食センター」に整備について、慎重にご審議い

ただきますことをお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

ありがとうございました。 
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川羽田主幹 

 

 

 

石川委員 

 

入江委員 

 

久保委員 

 

 

貞方委員 

 

堀越委員 

 

落合委員 

 

 

村田委員 

 

 

尾崎委員 

 

 

 

古川委員 

 

 

 

大谷委員 

 

 

 

 

根本委員 

本日は、委嘱後はじめての会議でございますので、恐縮ではござ

いますが、委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。お手

元にございます名簿順に、石川隆子委員からお願いいたします。 

 

石川です。よろしくお願いいたします。 

 

入江と申します。よろしくお願いいたします。 

 

３番目の久保たち子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

貞方登志夫と申します。よろしくお願いいたします。 

 

堀越千鶴子と申します。よろしくお願いいたします。 

 

小中学校長代表ということで青毛小学校校長の落合でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

同じく小中学校長代表ということで鷲宮中学校校長の村田文雄

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

皆さん、こんにちは。久喜中学校ＰＴＡ会長を務めております尾

崎と申します。義務教育の子が３人、今、久喜市内におりますので

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

はじめまして、こんにちは。栢間小の方から参りました古川と申

します。私も小学校６年生と１年生の子供をもっておりますので今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

栗橋西中学校のＰＴＡ会長をやっております大谷宥仁と申しま

す。合併当初から審議会が開かれておりまして、その当初からずっ

と充て職みたいな形で給食の審議会に携わって勉強させていただ

いております。よろしくお願いいたします。 

 

根本昌子でございます。私は学校薬剤師代表ということで参りま
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岡安委員 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

関根部長 

 

川羽田主幹 

 

真田副部長 

 

 

川羽田主幹 

 

赤岩課長 

 

川羽田主幹 

 

 

深谷所長 

 

川羽田主幹 

 

田口補佐 

 

川羽田主幹 

 

小池主査 

した。私も大谷さんと同じように合併当初からずっとこの委員をや

らせていただいております。よろしくお願いいたします。 

 

岡安でございます。私は、保健所の許可を得て営業する飲食業、

食品販売、食品製造等、その業界の団体である幸手保健所管内食品

衛生協会というのがありまして、その久喜支部の支部長をやってお

ります。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

教育部長 関根武視 でございます。 

 

はい。関根武視と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育部副部長 真田 稔 でございます。 

 

はい。教育部副部長兼教育総務課長の真田と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

教育部学務課長 赤岩保宏 でございます。 

 

はい。赤岩と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

学務課主幹兼鷲宮学校給食センター所長 深谷英治 でござい

ます。 

 

はい。深谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

学務課課長補佐兼保健給食係長 田口一美 でございます。 

 

はい。田口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

学務課保健給食係主査 小池恵子 でございます。 

 

小池でございます。よろしくお願いいたします。 
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川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学務課指導主事兼主幹 私、川羽田恵美でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

続きまして、会議の開催に先立ちまして、委員会の運営、会議の

開催に関する事項について、いくつか説明と確認をさせていただき

ます。 

はじめに、会議の公開についてでございます。 

本市では、「審議会等の会議の公開に関する条例」に基づき、審

議会等の会議は、原則公開としておりますのでご了承願います。 

また、同条例に基づく会議録作成のため、録音及び記録用として

の写真撮影にもご了承いただきますようお願いいたします。 

また、会議の公開にあたり、傍聴者に対して、傍聴の手続、秩序

の維持や遵守事項を明記した傍聴要領をこの審議会で定めること

となっており、このたび、事務局で傍聴要領案をお手元のとおり作

成いたしましたので、ご確認いただきますようお願いいたします。 

この傍聴要領について、ご意見やご質問はございますでしょう

か。 

 

【意見なし】 

 

それでは、ご意見がございませんので、(案)を消していただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

「はい」との声あり。 

 

次に、委員名簿の公開についてでございます。 

教育委員会を含む市の機関は、審議会等の委員の氏名、選任の区

分を公表することが、久喜市市民参加条例によって定められており

ます。お配りいたしました委員名簿の備考欄に会長、副会長を加え

た形で、委員名簿をホームページに公開させていただきますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。 

また、審議会等の委員は、公職者名簿として、公文書館にて閲覧

することができるようになっております。 

この公職者名簿は、氏名の他に、住所、電話番号も公開の対象と

しておりますが、個人情報保護の関係から、住所、電話番号の公開
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川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

については、ご本人の了解が得られた場合に掲載することができる

もので、非公開とすることもできます。 

事務局といたしましては、小・中学校の代表及び保健所職員とし

て委嘱した委員さんにつきましては、連絡先が各学校又は保健所で

あるため、公開とし、それ以外の委員さんにつきましては、個人情

報保護の観点から非公開とすることで、ご提案させていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

【意見なし】 

 

よろしいでしょうか。ご意見がないようですので、住所、電話番

号は非公開とさせていただきます。 

最後に会議録の作成及び確認方法についてでございます。 

審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議録の作成及び

公表を行うものですが、会議録の作成に当たりましては、全文記録

方式、又はできる限り全文記録方式に近い形での作成がございま

す。 

事務局としましては、「テニヲハ」や同一の委員の方による繰り

返し的な発言などについては整理させていただき、｢できる限り全

文記録方式｣で作成したいと考えております。 

また、会議録の確認方法でございますが、事務局で会議録の素案

を作成した後、全委員の皆様に確認していただき、確認後は、必要

に応じて修正した上で、署名をしていただきます。この会議録の署

名につきましては、審議会を代表して会長と名簿順に委員１名の

方、計２名の署名をいただきたいと考えております。 

以上、会議録の作成及び確認方法について、ご意見やご質問はご

ざいますでしょうか。 

 

【意見なし】 

 

それでは、ご意見がないようですので、会議録の作成は、でき

る限り全文記録方式とし、署名につきましては、会長と名簿順に

委員１名の方とさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

諸連絡は以上でございます。ご協力ありがとうございました。 
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川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根本委員 

 

 

以上をもちまして、委嘱式を終了いたします。 

引き続き、平成２９年第 1回久喜市学校給食審議会に移らせてい

ただきます。 

 

只今、委員１５名中、出席者１２名、欠席者２名、遅刻の方１名

でございます。 

久喜市学校給食審議会条例第５条第３項の規定によりまして、委

員の出席数が過半数を超えており、本審議会が成立いたしますこと

をご報告申し上げます。また、本日の傍聴者は５人でございますの

で、ご報告させていただきます。 

それでは、只今から、平成２９年第１回久喜市学校給食審議会を

開催いたします。 

次第の２「会長及び副会長の選出」でございます。 

久喜市学校給食審議会条例第５条第１項の規定によりまして、審

議会の議長は会長にお務めいただくことになっておりますが、本日

は、委員の改選後はじめての会議でございますので、議長となりま

す会長が選任されておりません。 

そこで、会長・副会長が選任されるまでの間、柿沼教育長に仮議

長に就いていただきまして、会長、副会長の選出まで議事を進行さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、柿沼教育長、よろしくお願いいたします。 

 

はい。それでは、会長・副会長さんが選任されるまでの間、私の

方で仮議長を務めさせていただきます。皆様のご協力よろしくお願

いいたします。 

本審議会は、久喜市学校給食審議会条例第４条の規定により、会

長及び副会長を置くことになっており、その選出につきましては、

委員の互選によってこれを定めることになっております。 

まず、会長の選出についてお諮りしたいと思います。どなたか立

候補、またはご推薦などがございましたら、お願いしたいと思いま

す。 

 

私といたしましては、これまでも会長をされており、ご経験のあ

る村田委員に会長をお願いしたいと思い、推薦させていただきま

す。 
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柿沼教育長 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

村田委員 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

 

 

はい。只今、根本委員さんから、村田委員をご推薦いただきまし

た。この件について、いかがでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声がありましたので、会長を村田委員さんに決定いた

します。 

 

【拍手あり】 

 

続きまして、副会長の選出でございますが、どなたか立候補、ま

たはご推薦などがございましたらお願いいたします。 

 

これまでも審議会の中では、ＰＴＡ代表の委員さんに副会長をや

っていただきました経緯がありますことから、今回もＰＴＡ代表の

中から副会長を選出する形でお願いしたいと思うのですが、いかが

でしょうか。 

 

只今、村田委員さんからＰＴＡ代表の委員さんに副会長を務めて

いただいたらどうか、というご意見がありましたが、いかがでしょ

うか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

それでは、ＰＴＡ代表の方が４人、今日は１人不在の方がおり、

今のところ３人ですが、ご協議をいただきまして、お決めいただく

ということでよろしいでしょうか。 

 

【意見なし】 

 

それでは、暫時休憩いたします。 

 

【暫時休憩－ＰＴＡ代表の委員で協議－】 
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柿沼教育長 

 

 

 

 

柿沼教育長 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

村田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

尾崎副会長 

 

 

 

再開いたします。ご協議いただきました結果、副会長に尾崎委員

さんをご推薦いただきました。皆様いかがでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

ご異議なしと認めます。副会長は尾崎委員さんに決定いたしま

す。 

会長、副会長のお二人には今後の審議会の運営についてよろしく

お願い申し上げます。 

会長、副会長が選出されましたので、これをもちまして、仮議長

の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。それでは、会長におかれましては、前

の席へお移り願います。 

 

お待たせいたしました。ここで村田会長と尾崎副会長から就任の

ご挨拶を頂戴したいと思います。 

はじめに、村田会長、よろしくお願いいたします。 

 

改めまして、皆様こんにちは。 

今日、第１回の学校給食審議会ということで、私は前回までも会

長をやっていたわけですけれども、また新たな気持ちで会長職を微

力ながら頑張っていきたいと思います。 

私が思っているのは、協議をして、子供たちのためにより良い学

校給食を提供するということの使命が審議会の委員さんたちには

あるかと思います。それを含め、慎重審議して参りたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  

 ありがとうございました。 

 続きまして、尾崎副会長、よろしくお願いいたします。 

  

はい。改めまして、よろしくお願いいたします。職務の内容が私

自身理解しておらぬ状態で、こういう執行を受けるということがい

かがなものかと思うのですが、出来る限り全力で務めを全うして参

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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川羽田主幹 

 

 

 

谷野委員 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川羽田主幹 

 

 

 

 

村田会長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございました。 

ここで遅れていらっしゃいました谷野委員さんに自己紹介をお

願いしいと思います。 

 

 遅参いたしまして申し訳ございません。東鷲宮小学校の谷野友昭

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

続きまして、次第の３「諮問」でございます。 

これより、柿沼教育長から、久喜市学校給食審議会村田会長に諮

問を行います。 

 

【教育長が諮問書を読み上げ会長に諮問書を渡す】 

 

 ありがとうございました。 

 ここで、これからの進行について会長と打合せを行いたいと思い

ますので、約１０分間の休憩とさせていただきます。開始の時間を

このお部屋の時計で１０時４０分とさせていただきます。 

なお、柿沼教育長につきましては、この後、別の公務がございま

すので、誠に恐縮はでございますが、ここで退席させていただきま

す。それでは、休憩とさせていただきます。 

  

 【休憩】 

 

それでは、会議を再開いたします。 

久喜市学校給食審議会条例第５条第１項の規定により、ここから

は会長に議事を進めていただきたいと存じます。よろしくお願いい

たします。 

 

それでは、議事が円滑に進行いたしますようご協力の程よろしく

お願いいたします。 

はじめに、議事録の署名人についてでございますが、先程ござい

ましたとおり、名簿順ということで、今日の会議につきましては、

石川委員さんをご指名したいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 
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田口補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、次第の４「議事」新学校給食センター整備における骨

格となる事項（設置場所・規模・運営方式）について、事務局の方

から説明をお願いします。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。 

学務課の田口と申します。初回ということで少し長くなるかもし

れませんが、私の方から説明をさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。着座にて失礼いたします。 

今回は、委員改選後はじめての審議会ということで、本題に入り

ます前に「久喜市学校給食審議会」について、少しご説明させてい

ただきます。お配りいたしました資料の『久喜市学校給食審議会条

例』をご覧ください。 

久喜市学校給食審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食の

適正な運営について調査し、審議するために設置されております。 

委員の構成でございますが、公募による市民５名、小・中学校の

校長代表２名、小・中学校のＰＴＡ代表４名、学校医代表１名、学

校薬剤師代表１名、保健所職員１名、学識経験者１名の合計１５名

で組織されております。 

委員の任期は、２年でございまして、皆様の任期は、本日、平成

２９年１月１２日から平成３１年１月１１日までの２年間となっ

ております。 

会議でございますが、審議会は、会長が招集し、議長となります。 

審議会は、諮問に応じて開催するものでございまして、年間を通

じて定期的に開催するものではございません。 

また、審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催する

ことができません。 

審議会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによります。 

審議事項は、学校給食の計画に関する事項、学校給食費に関する

事項、給食内容その他学校給食の実施に関する事項の３点で、今回

は、諮問にありました新学校給食センター整備における骨格となる

事項（設置場所・規模・運営方式）並びに新学校給食センター整備

基本計画について審議していただきます。 

また、この条例には記載されておりませんが、委員の皆様には委

員報酬がございまして、審議会の出席に応じ、報酬をお支払いいた
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します。金額は１日につき６,０００円でございまして、ご指定の

口座に振込みをさせていただきます。今回、はじめて委員になられ

ました方には、本日、茶封筒で「債権者登録申請書」をお渡しいた

しましたので、次回の会議の時にご提出いただきますようお願いい

たします。 

最後に、今後のスケジュールでございます。はじめに、新学校給

食センターの整備にあたり、骨格となる事項について、ご審議をい

ただき、審議会としての意見をまとめていただきます。その後、新

学校給食センター整備基本計画について、ご審議いただくという流

れで進めさせていただきます。最終的には、５回程度の審議会を開

催し、４月下旬までに答申をいただきたいと考えおりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

続きまして、「久喜市における学校給食基本方針」と「久喜市の

学校給食の概要」について触れさせていただきます。お配りいたし

ました資料に『久喜市における学校給食基本方針』がございますの

で、１ページをご覧いただきたいと存じます。 

現在、久喜市には、小学校が２３校、中学校が１１校ございます。

小・中合わせて３４校に対し、１日あたり約１２,０００食の給食

を提供しております。現在の久喜市は、平成２２年３月２３日に旧

久喜市・菖蒲町・栗橋町・鷲宮町が合併したものでございますが、

合併前の旧１市３町では、それぞれ給食の提供方法が異なっており

まして、現在も基本的には合併前の運営方法を継承して給食の提供

が行われております。 

久喜地区では、久喜菖蒲工業団地の中にあります全国農協食品株

式会社久喜事業所に調理・学校への配送等を委託して、久喜地区の

全小・中学校に給食を提供しております。 

菖蒲地区では、市営の菖蒲学校給食センターで給食を作り、菖蒲

地区の全小・中学校に提供しております。 

栗橋地区では、栗橋西小学校・栗橋小学校については、学校内の

調理室で給食を作っており、残る栗橋南小学校については、市営の

鷲宮第２学校給食センターから提供を行っております。中学校２校

については、行田市にあります民間の行田福祉センターに調理・配

送業務等を委託して給食を提供しております。 

鷲宮地区では、市営の鷲宮第１学校給食センター、第２学校給食

センターで給食を作り、鷲宮地区の全小・中学校に給食を提供して
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おります。 

このように、市内の小・中学校全３４校に対し、１日あたり約１

２,０００食の給食を提供しておりますが、地区や学校によって給

食を提供する方法がまちまちで、献立や食器なども異なったものと

なっており、給食の内容を統一してほしいとの要望も寄せられてい

るところでございます。 

７ページをご覧いただきたいと存じます。食器の種類と単価が示

されております。こちらも地区によって様々であり、金額も地区に

よってかなりの差が生じております。久喜地区と菖蒲地区はお値段

が高いものを使っておりまして、鷲宮地区は非常に安い食器を使っ

ているという状況で地区によって様々な状況になっております。 

１つ戻って６ページをご覧ください。表の一番左に運営方式が記

載されておりますので、違いなどについて、簡単にご説明いたしま

す。 

単独校調理場方式 学校内に設置した調理室から給食の提供を

する方式でございます。久喜市では、栗橋西小学校・栗橋小学校で

採用している方式で「自校方式」とも呼ばれております。 

共同調理場方式 複数の学校分の給食を拠点調理施設で調理し、

各学校へ配送する方式です。「センター方式」ともいい、久喜市で

は、菖蒲学校給食センター、鷲宮第１・第２学校給食センターがご

ざいます。 

全面委託方式 調理を含む施設・業務管理等を民間業者に委託

し、学校へ配送する方式です。久喜市では、全国農協食品株式会社

と行田福祉センターに全面委託しております。 

これらの方式には、それぞれにメリットとデメリットがございま

して、この方式が絶対的に優れているということはありません。 

単独校調理場方式（自校方式）の最大のメリットは、各学校の調

理室で調理を行うため、配送の時間が不要であるということです。

そのため、出来立てに近い給食を味わうことができます。 

また、各学校に調理員さんがいるため、調理員と児童生徒のコミ

ュニケーションはとりやすくなります。 

反面、各学校に調理室を設けるため、設備投資には大変なお金が

必要となります。 

また、運営費も多く発生し、食材を各学校に少量ずつ配送するた

め、食材の購入価格も高くなります。 
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共同調理場方式（センター方式）は、規模の大きな施設で効率的

に作るため、設備投資や運営費、食材の購入費を抑えることができ

ます。 

また、施設の面積に余裕があるため、様々な調理器具を設置でき、

メニューの充実が図れるほか、専用のアレルギー対応室を設けるこ

とも容易となっております。 

反面、学校への配送が必要なため、「自校方式」より早く給食を

作らなければならず、調理終了から喫食までの時間が長くなってし

まいます。 

ただし、現在の容器（食缶）は、保温性が高まっており、喫食す

るまでに冷めてしまっているということはありません。学校で行わ

れる試食会でも「冷めている」「まずい」といったご意見は伺って

おらず、給食センターの給食はまずいといったことはございませ

ん。 

全面委託方式は、民間施設で給食を作るため、市として用地確保

や施設の建設、維持管理、食材の購入といった業務が発生いたしま

せん。 

ただし、民間企業でございますので、用地取得費用や建設費用と

いった設備投資費用については、業務委託料の中に含まれるなどし

て必ず回収されますので、事実上、設備費等を市の方で負担してい

ることになり、コストが安くなるということはありません。 

次に、施設形態について、少し触れさせていただきます。施設形

態にはウェット方式とドライ方式がございます。 

ウェット方式とは、調理場の床が水に濡れた状態で作業を行う方

式です。高温多湿の環境と水はねにより細菌・カビなどの繁殖や二

次感染などの問題があります。古い施設での方式となります。 

ドライ方式とは、調理場の床が乾いた状態で作業を行う方式で

す。食材洗浄の作業場と調理場が区分されているなど、衛生管理が

徹底できる方式であり、学校給食衛生管理基準で推奨されている方

式です。現在、これに適合している施設は菖蒲学校給食センター、

全国農協食品株式会社、行田福祉センターの３施設となっておりま

す。 

次に、汚染作業区域と非汚染作業区域についてです。 

汚染作業区域は、泥やほこりなどの異物や有害微生物が付着して

いる食品を取り扱う場所です。検収室や下処理室などです。 
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汚染作業区域と非汚染作業区域（調理室などですが）を学校給食

従事者が往来すると、汚染が非汚染作業区域に持ち込まれ、食中毒

の原因にもなりかねません。 

そこで、汚染作業区域と非汚染作業区域を区分する構造とするこ

とが推奨されています。現在、これに適合している施設は菖蒲学校

給食センター、全国農協食品株式会社、行田福祉センターの３施設

となっております。 

表の中にそれぞれの施設の築年月が掲載されております。 

単独校調理場方式の栗橋西小学校、栗橋小学校は、それぞれ築後

３０年以上が経過しており、施設も老朽化し、現在の衛生管理基準

にも適合しておりません。衛生管理の面からも早期の改修が必要と

なっております。 

菖蒲学校給食センターは、築後１０年の施設で、施設としては耐

用年数にありますが、厨房機器については、１０年から１５年で耐

用年数を迎え、今後数年のうちに更新が必要となります。更新費用

としては３億円程度が発生するものと考えられます。 

また、施設も少しずつ傷んできており、今後は建物の修繕費も多

く発生してくるものと考えられます。 

なお、米飯設備はありますが、現在、菖蒲学校給食センターでの

炊飯は行われておりません。 

鷲宮第１学校給食センターは、築後４２年、鷲宮第２学校給食セ

ンターは築後３３年を経過しており、両施設とも施設・設備の老朽

化が著しく、早急な建替えが必要となっております。 

全国農協食品株式会社は、衛生管理基準を満たしておりますが、

築後３９年を経過しており、近い将来、施設の全面的な改修が必要

になると思われます。 

行田福祉センターについては、行田市からの配送であり、配送時

間も長く、市内の給食施設からの配送が望まれます。 

このように久喜市の学校給食施設は、複数の施設で老朽化が進ん

でおり、建替えや改修が必要となっております。また、市町村合併

の影響もあり、３つの運営方式、７つの施設で運営するという大変

複雑な運営方法が採られております。 

続きまして８ページをご覧ください。 

久喜市における学校給食基本方針では、「子どもたちの笑顔があ

ふれる久喜の学校給食」を基本理念に掲げ、「地場産農産物を活用
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した、安全で安心できるおいしい学校給食」「食育の充実を図り、

健全な食生活ができる子どもたちの育成」に向けて取り組むとして

おります。 

また、学校給食法に基づき、久喜市の学校給食の目標として、ご

覧の７点を掲げております。 

続きまして１０ページをご覧ください。 

「久喜市における学校給食基本方針」では、基本理念、学校給食

の目標、学校給食の基本的な考え方に係る諸計画を踏まえ５つの基

本方針を定めております。①適正な衛生管理に基づく安全性の確

保、②食育の充実、③地産地消の推進、④施設の効率的な運営管理、

⑤その他学校給食の実施に関することの５点でございます。 

１つ１つゆっくり見ていきたいところでございますが、時間の関

係もございますので、本日は、諮問内容と関連が深い「施設の効率

的な運営管理」と「その他学校給食の実施に関すること」について

ご説明させていただきます。 

１９ページをご覧ください。 

４－１に「基本的な考え方」が示されており、現在の各地区の運

営管理方法の経緯を踏まえつつ、本市の子どもたちにできるだけ同

じような環境のもとで、安全・安心でおいしい学校給食を継続して

提供するために、以下の観点を踏まえ、より効率的な運営管理を目

指します。とされています。より効率的に、できるだけ効率的に運

営管理を行っていくというのが基本的な考え方となっています。 

４－２ 本市の現状については、先程ご説明したとおりとなって

おりますので省略させていただきます。 

２０ページの中程、４－３「本市における施設の効率的な運営管

理」をご覧ください。（１）から（３）まで示されております。 

（１）安全・安心な施設の運営管理、上から２行目、今後、施設

の老朽化や運営状況、児童生徒数の推移等を考慮しつつ、施設の設

備費及び維持管理費の節減が図られるよう運営管理を行います。と

示されており、その際には、次のアからウまでの３つの事項につい

て配慮するとされています。 

（２）施設の整備方針、当面は、既存の調理場の有効活用を図り

ながら給食の提供を進めます。老朽化などによる施設の新たな建設

や改修に当たっては、児童生徒数の推移、安全性、施設の稼働率、

効率性、給食の配送エリア等を踏まえ、これまでの給食提供の経緯
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なども考慮し、適正な規模、配置などを検討した上、安全・安心な

給食を安定的に提供できる施設となるよう計画的かつ段階的に進

めます。全面委託方式の調理場については、順次、調理業務等の委

託を含む直営方式に移行します。とされていいます。 

２１ページをご覧ください。 

（３）業務の効率化、施設や設備による効率化に加え、「調理業

務」「配送業務」「配膳業務」などは、積極的に民間企業等の能力を

活用し、安定的な提供を図ります。とされており、基本目標に掲げ

られておりますように、施設の整備・運営にあたっては、経費の削

減が図られるように効率的に行っていくということが示されてお

ります。 

また、全面委託方式の調理場については、調理業務等の委託を含

む直営方式に移行するように、調理・配送等の業務については、積

極的に民間企業等の能力を活用するようにといった内容が示され

ております。 

２２ページをご覧ください。もう１つの基本方針である「その他

学校給食の実施に関すること」でございます。 

５－１ 学校給食用食器について、上から３行目、当面は現在あ

る食器を使用していきますが、教育的観点からできるだけ同じよう

な環境のもとで、学校給食を提供するために、将来的に学校給食用

食器を統一していく必要があります。 

そして、学校給食用食器の統一については、今後実施される施設

整備との調整を図るものとします。とされており、現在は、地区ご

とに異なる食器が使われておりますが、将来的には、施設整備と調

整を図り、食器についても統一していきましょうということが基本

方針として示されております。 

５－２ 学校給食費の負担については、学校給食法の規定により

負担していくこととされております。 

以上、久喜市における学校給食基本方針と久喜市における学校給

食の概要についてご説明させていただきました。 

前置きが長くなりましたが、本日の議題であります「新学校給食

センター整備における骨格となる事項（設置場所・規模・運営方式）」

について、説明に入らせてさせていただきます。 

はじめに、新学校給食センターの設置場所について、でございま

す。お配りいたしました資料に東京理科大学久喜キャンパス跡地の
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「全体平面図」がございますのでご覧ください。 

今回、新学校給食センターの設置場所として東京理科大学久喜キ

ャンパス跡地を提案させていただきました。 

給食センターの建設にあたっては、それに適した土地（条件）と

いうものがございます。 

まず第１に、給食センターを造るだけの面積が必要になります。 

当該地は、敷地面積が約１２,０００㎡ございますことから、仮

に、最大規模となる市内全小・中学校を対象とする１日あたり１２,

０００食規模の給食センターとした場合でも建設が可能となって

います。 

また、食材の荷受から調理・配送にいたる一連の調理工程を効率

的に行うには、できる限り長方形の形状が望まれますが、当該地は、

平面図にございますようにほぼ長方形の形状をしており、土地の形

状としても適しております。 

次に、学校への配送時間です。学校給食は、学校給食衛生管理基

準により、調理終了後２時間以内の喫食、児童生徒の喫食３０分前

までに各学校の責任者が検食を行うことになっており、給食提供校

まで概ね３０分程度で配送できることが求められます。 

当該地は、市のほぼ中心に位置しており、最も遠い学校でも３０

分程度で配送できるため、学校給食衛生管理基準を満たすことがで

きます。 

次に、道路との接道状況です。食材の配送車両や給食の配送・回

収車両が出入りするため、接続する道路にはトラックの出入りに適

した幅員が求められます。また、幹線道路へのアクセスの利便性も

重要となってきます。 

当該地は、敷地の２方向（平面図でいうと上側と右側）に幅員１

２ｍの道路があり、配送トラックの出入りに適した十分な幅員の接

道が確保されています。 

また、県道六万部久喜停車場線、県道久喜騎西線、主要地方道川

越栗橋線といった幹線道路へのアクセスも良好な場所にございま

す。 

次に、インフラ整備です。学校給食センターは、調理・洗浄等に

多量の水を使用するため、上下水道が整備されていることが望まれ

ます。また、調理には電気やガスも使用します。 

当該地は、大学跡地を活用するため、上下水道、電気、ガスとい
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ったインフラが整備されており、条件が満たされております。 

次に、周辺の住環境への影響です。調理中の換気による臭気、給

食設備や設備機器からの騒音等、周辺の住環境に十分配慮できるこ

とが条件と考えられます。 

当該地の北東側（平面図では上側）が畑、北西側（平面図では左

側）が旧大学校舎、南東側（平面図では右側）が畑及び薬局、南西

側（平面図では下側）が調整池となっており、住宅地には面してお

らず、周辺の住環境に配慮できる立地と考えられます。 

最後に、用地取得費の抑制です。公共用地を活用することにより

用地取得費が抑制できます。 

当該地は、東京理科大学から無償譲渡された土地であり、用地取

得費用は発生いたしません。 

民間の土地を取得するには、用地取得費が発生するほか、買収の

ための用地交渉が必要となり、時間もかかります。 

鷲宮第１・第２学校給食センターの老朽化は著しく、早急な対応

が必要とされる中、当該地を活用すれば、用地取得費が発生せず、

また、整備に要する時間も最小限になるのではないかと考えており

ます。 

そのようなことから、教育委員会では、給食センターの建設候補

地といたしまして、東京理科大学久喜キャンパス跡地を提案させて

いただきました。 

次に、新学校給食センターの規模についてでございます。 

鷲宮第１学校給食センターは、築後４２年、鷲宮第２学校給食セ

ンターは築後３３年が経過し、両施設とも施設・設備の老朽化が著

しく、早急な建替えが必要となっております。 

また、久喜地区の小・中学校に給食を提供している全国農協食品

株式会社久喜事業所も築後３９年、単独校調理場方式の栗橋西小学

校、栗橋小学校調理室もそれぞれ築後３０年以上が経過しており、

これらの施設も老朽化や衛生管理対策が必要となっております。 

このようなことから、教育委員会では、老朽化の著しい鷲宮第

１・第２学校給食センターの建替えは喫緊の課題と捉え、新たに施

設の建設が可能となる候補地を調査するとともに、老朽化した他の

給食施設の更新や全面委託方式で実施している給食を、業務委託を

含む直営方式への変更などについて、検討を重ねてきたところでご

ざいます。 
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新学校給食センターの規模については、老朽化の著しい鷲宮第

１・第２学校給食センターに加え、全面委託方式で実施しており、

築後３９年が経過した全国農協食品株式会社久喜事業所、行田市の

行田福祉センターから配送を行っている栗橋地区の中学校分まで

を考慮いたしますと、１日あたり約９,７００食の給食を提供する

ことが必要となります。 

また、栗橋西小学校及び栗橋小学校調理室は、施設の老朽化が進

んでおり、現在の衛生管理基準も満たしておりません。また、菖蒲

学校給食センターについても厨房機器の更新時期を迎えており、今

後数年のうちに設備の更新や修繕が必要になると思われます。 

さらに、市内全地区の給食を統一して欲しいとの要望も寄せられ

ており、これらの事情を総合的に勘案いたしまして、市内全小・中

学校を対象とする１２,０００食規模の給食センターを建設するこ

とが適当であるとの考えに至ったところでございます。 

ここまで説明を聞いて、委員の皆さんの中には、１２,０００食

規模の給食センターを建設するには、どれくらいの建設費が必要な

のか気になった方もいるのではないでしょうか。 

建設費については、まだ設計業務が行われていないため、現在の

ところ、具体的な積算は行っておりませんが、近年、建設された同

規模施設の状況から、建設費については４０億円程度になると見込

んでおります。 

４０億円と聞くと高いと思われるかもしれません。とりあえず、

老朽化の著しい鷲宮第１・第２学校給食センターの代替となる給食

センターを急いで造って、その後、久喜地区の給食センターを造る

など、徐々に整備していった方がいいのではないかと思われた方も

いるかもしれません。 

そこで、小さな給食センターを段階的に造っていった場合に想定

される費用についてご説明いたします。 

鷲宮第１・第２学校給食センターの代替となる１日あたり４,０

００食規模の給食センターとして建替える場合、建設費用は１７億

円程度になると見込んでおります。 

これに、全面委託方式により行田福祉センターから給食を提供し

ている栗橋地区の中学校分を含めますと４,９００食規模が必要と

なり、その際は１９億円程度になると考えております。 

また、全面委託方式の全国農協食品株式会社久喜事業所について
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も、築後３９年が経過いたします。これと同規模となる１日あたり

５,０００食規模の給食センターを建設するためには、１９億円程

度が必要になると予想されます。 

単独校調理方式で給食を提供している栗橋西小学校、栗橋小学校

調理室については、いずれも施設の老朽化が進んでおり、早急な改

修工事が必要となっています。 

改修にあたっては、現行の学校給食衛生管理基準に適合させるた

め、新たな施設への改修が必要と思われ、他市の事例から推測する

と１施設あたり３億円程度の費用が発生するものと予想され、両施

設の改修には６億円程度が必要になると考えております。 

菖蒲学校給食センターについては、稼動から１０年が経過してい

ることから、今後数年のうちに調理設備の更新が必要となり、整備

費用として３億円程度が発生するものと考えております。また、こ

れとは別に建物の修繕費も発生してくるものと考えております。 

以上のことから、既存施設の改修及び代替としての施設の建設を

個々に行った場合には４７億円程度の事業費が予想されます。 

この金額には、久喜地区分の給食センターの用地取得費用は含ま

れていないため、公共用地を活用できない場合にはさらに多くの費

用が発生いたします。 

１２,０００食規模の単一施設として整備した場合には、献立な

ど、市内４地区の給食の内容を統一できるほか、７億円程度、ある

いは、それ以上の経費削減が見込まれるところでございます。 

また、賄材料費を除く、本市の学校給食運営費は、平成２７年度

決算ベースで７億円程度となっております。 

一方、１日あたり１２,０００食規模の給食センターとした場合

には、同規模施設の実績から年間の運営費は４億円程度と予想さ

れ、運営費は、現状より毎年３億円程度の節減が見込まれるものと

考えております。 

１２,０００食規模の単一施設として整備することにより、献立

内容や食器などが市内で統一でき、地域間の格差が解消されるとと

もに、段階的に複数の施設を整備していった場合より、施設整備費

や運営費の削減を図ることができます。 

今回、お示しした新学校給食センターは、複数の施設で老朽化が

進んでいることへの対応と、統一した給食の提供、並びに基本方針

の内容を総合的に検討した中でお示しした案でございます。 
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なお、施設の整備にあたりましては、市の財政負担の軽減を図る

ため、「合併推進債」という国の支援策の活用を考えております。 

「合併推進債」の活用は、合併から１０年間、本市の場合は、対

象事業の実施期間が平成３１年度までとなっております。このこと

からも。段階的に複数の施設を整備していった場合より有利である

と考えております。 

私自身も久喜市に住んでおりまして、久喜市の給食、合併前の久

喜市の給食を食べて育ちました。中学生のときは給食委員会の委員

長を務めまして給食には思い入れがあります。今の子供たちにもお

いしい給食を食べてもらいたいと思っております。 

私が子供のときは合併前でしたので全国農協食品株式会社が作

った給食を久喜市内の全小・中学校で食べておりました。菖蒲町も

菖蒲学校給食センターで作った給食を町内の全小・中学校で食べて

おりました。鷲宮町も鷲宮第１・第２学校給食センターで作った給

食を町内の全小・中学校で食べておりました。 

現在の久喜市は、市町村合併もありまして同じ市内でもいろいろ

な給食が出されており、場所によっては行田から運んでくる給食を

食べているところもあれば、学校内の調理室で作った給食を食べて

いるところもあります。また、地区によってはお値段の高い食器を

使っているところもありますし、安い食器を使っているところもあ

ります。かなり差がありまして、不公平が生じている、公平じゃな

いなと私自身感じております。 

自治体が違えば、市長さん、町長さんの考え方も違いますし、財

政力も違いますからやり方が違ってくると思います。また、合併し

て間もない頃には給食の内容を統一するというのも難しいと思い

ます。ただ、同じ街に住んでいる以上、いつかは給食の内容を統一

していく必要があるのではないかと考えております。 

今回、提案いたしますのは、複数の給食施設が老朽化しており、

それの改修に合わせて１つにしていうという提案になっています。 

行田から運んでくる給食がありますが、いつまでも行田からでは

かわいそう。だったらそのタイミングに合わせて久喜市内の給食セ

ンターで作ったものを提供してはどうかと。 

全国農協食品株式会社についても、まもなく築後４０年を迎える

施設でして、そう長くはもたないと思われます。全面委託方式につ

いては、直営方式へ切り替えていこうという方針もありますので、
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これらの施設についても一緒に考えていく必要があるかと思いま

す。 

また、菖蒲地区については、規模がだいたい１,５００食なんで

すけれども、新しい給食センターの稼動は平成３２年度を予定して

おり、その頃には菖蒲学校給食センターも築後１５年となり、そこ

から改修にお金がかかってまいりますし、菖蒲地区の子供たちだけ

が違う給食になってしまうのもかわいそうだと思います。 

そこで、菖蒲地区も含めて、市内で１つの給食センターにして同

じ給食、同じ食器で提供するというのが公平な扱いなのではないか

と思うわけです。 

今時の給食センターですから調理の様子を見学することもでき

ますし、給食センターの中に保護者の方と栄養士の方が一緒に料理

をする調理室を設けることもできます。食育の推進を図っていくこ

ともできます。時期といたしましても、新しい給食センターが出来

るのが平成３２年度となりますから、合併後１１年目となり、統一

していくにもちょうどよい時期ではないかと思っております。 

最後になりますが、運営方式についてでございます。運営方式と

いたしましては、①市で給食センターを建設し、市の職員が調理等

を行う公設公営の直営方式、②市で給食センターを建設し、調理等

を民間企業に委託する公設民営の直営方式、③民間企業に調理等を

全て委託する全面委託方式の３方式が考えられますが、学校給食基

本方針では、施設の整備方針として『全面委託方式の調理場につい

ては、順次、直営方式(調理業務等の委託を含む)に移行します。』、

業務の効率化として『施設や設備による効率化に加え、「調理業務」

「配送業務」「配膳業務」などは、積極的に民間企業等の能力を活

用し、安定的な提供を図ります。』と示されておりますことから、

新学校給食センターの運営方法については、②公設民営の直営方式

が望ましいと考えます。 

以上、大変長くなりましたが私からの説明は以上でございます。 

よろしくお願いいたしします。 

 

ご説明ありがとうございました。今日は、時間の関係もあります

ので、審議が出来るという程ではないのですけれど、私たちの審議

会といたしましては、先程、諮問いただきました新学校給食センタ

ー整備における骨格となる事項（設置場所・規模・運営方式）並び
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に新学校給食センター整備基本計画についてということで、最終的

には審議会として答申を出すということが目的であります。 

ですので、まずは説明にもありましたけども、新学校給食センタ

ー整備における骨格となる事項（設置場所・規模・運営方式）につ

いて審議をして参りたいと思っております。 

今日は最初ですので、事務局からの説明についてご質問をお受け

して次回につなげていくことにしたいと思います。そして、ご質問

以外でもせっかくの機会ですので、お１人ずつご感想でも結構です

ので、お話いただけたらありがたいと思います。そのような形で進

めて参りたいと思います。 

では、今の説明についてご質問のある委員さんがいらっしゃいま

したらお願いします。 

 

学校給食の運営方式、単独校調理場方式等それぞれありますが、

栄養教諭の配置は９名いらっしゃるのですかね。調理業務をやられ

ている方は何人くらいいらっしゃって、新しい計画では何人くらい

でやろうという計画ですか。 

 

栗橋の単独校調理場方式のところですか。 

 

いや、全部で。調理業務をされている実務の方、実質、常時何名

いらっしゃるか。１２，０００食作るために。（回答は）今でなく

てもよいです。 

 

施設ごとにトータルで１２，０００食の料理を作る方の人数を次

のときまでに出していただければと思います。 

その他にご質問をお願いします。 

 

もう一点。栗橋南小学校は暫定的にとネットで見るとあったので

すが、今の位置づけは。鷲宮第２学校給食センターで作っていると

ありますが、改修が終わったらまた栗橋南小は単独校調理場方式で

作るのですか。そこのところは何か決定されていますか。平成３２

年稼動となっていますが、それまでの間は。それはここでの議論の

対象ではないのですか。 
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栗橋南小学校の校舎の改築に伴う給食の提供につきましては、学

校給食審議会の中でも審議していただいたわけで、その中で、当時

暫定的に鷲宮学校給食センターからということであるわけですが、

現在も鷲宮第２学校給食センターから提供されているところでご

ざいます。 

結論的に申し上げますと、その辺も含めて、ご説明申し上げまし

た基本方針が出来上がっているというふうに解釈しております。そ

の中で、先程もご説明申し上げましたとおり、既存施設の有効活用

を図るという形になっておりまして、栗橋南小学校につきましては

改築に伴って調理室がない状況でございますので、そのような中で

既存の施設の有効活用を図るということで鷲宮第２学校給食セン

ターから提供しているという形になっております。 

 

では、その他にご質問はありますでしょうか。 

 

これから審議を進めていく上で、かなり広範囲にわたる問題もあ

るというか。例えば、理科大跡地に新しい給食センターを設置する

という提案が今出ているわけですが、それだけで考えられる部分

と、理科大の跡地利用全体に関わってくる問題とかに考えられると

思います。ここだけのことを考えて審議していくのかとか、設置場

所の問題、規模の問題も関わると思うのですが、そういうところま

で踏まえた審議が行われるのかというのがまず一つ。 

あと、設置場所、規模、運営方式と主な事項として３つ挙げられ

ているけれども、段階的に今回は設置場所についてやりましょう、

次に規模についてやりましょう、じゃあ、運営方式についてやりま

しょうという流れで今後やっていかれるのか、そこのところをお聞

きしたいと思います。 

 

理科大跡地の利用ですが、全体として考えるのではなくて、あく

までも給食センターとして考えています。それから、設置場所、規

模、運営方針については一体的に考えていただければと思います。 

 

審議の流れとしても項目別にやっていくというよりは全体的に

絡みながらやっていくという感じですか。 
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そうです。 

 

今の説明を補足させていただきます。本日、お配りしました資料の中

に、東京理科大学久喜キャンパス跡地の活用についての説明会資料があ

ると思います。こちらの資料につきましては、先般、東京理科大学久喜

キャンパスの近隣の市民の方を対象に、理科大学にお集まりいただき、

いわゆる地元説明会というのを市で開催いたしまして、その時にお配り

させていただきました資料でございます。 

この資料の１ページをご覧いただきますと、１番の活用計画、（１）の

敷地活用計画ということで、基本的に理科大の跡地の利用に関しまして

は、建物についても譲渡を受けておりますので、建物の活用、それから

敷地の活用という形での考え方がございます。その中にあって、１ペー

ジの只今申し上げました（１）のところで、敷地の活用計画の①といた

しまして、学校給食センター建設用地の確保というのがあります。 

従いまして、理科大跡地の活用計画、大枠のなかでは建物と敷地とい

う形では分かれますが、全体としてみましてはその中の一つとして敷地

を有効活用する観点から学校給食センターの建設用地として一部、先程、

平図面をご覧いただきましたけれども建設用地として確保いたしました

ということでございます。 

それから、骨格となる部分で、場所とか、運営方法とか規模をいっぺ

んにご審議いただきたいと申し上げました。これについては、これまで

も説明を申し上げましたとおり、新しい学校給食センターを建設するに

当たっての骨格となる部分でございますので、こちらが決まらないと次

の建設基本計画に入っていけないということもありまして、これについ

てはなるべく早急に図案化した形で結論を出したいということでござい

ます。 

  

それでは、時間もあまりありませんので、お１人１～２分程度になる

かと思いますがご質問などがありましたらお願いします。また、ご感想

でも結構ですのでお願いします。 

それでは、順番で石川委員さんから順にお願いします。 

 

孫もおりませんし、子供たちも３０歳を超えておりまして、給食に関

わっている子供がいないわけですが、今、資料をいただいて、給食が結

構大変なことになっているのだなと思いました。ちゃんと考えて、市も
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大きくなったわけですし、そのこともふまえて考えていかなければいけ

ない問題だなと感じているところです。 

 

ありがとうございました。では、入江委員さんお願いします。 

 

私は、ネットで今までの議事録を読ませていただいて、参加させてい

ただいたのですが、よい方向に進んでいらっしゃるんだなと思っており

ます。ぜひ早急に、どこに着地を置くかというところのお話も少し出て

きておりますが、それに向かって結論を出していければと思っておりま

す。 

 

ありがとうございました。では、久保委員さんお願いします。 

 

直接、給食センターのこととは関係ないと思うのですが、今日、ラジ

オを聞きながら来たときに、貧困の方々が大変で、三世代貧困の方がい

て、野宿同然で、夏休みなどは草を食べたりしていたという話を聞きな

がら来ました。最大限の栄養補給が給食だったということなので、そう

いう方にとっては給食が一番大切な事だなと思いながら来させていただ

きました。給食センターを設置していただくことは本当によい事だなと

思っております。 

 

ありがとうございました。では、貞方委員さんお願いします。 

 

はい、事務局から説明があったかと思いますが、確認なのですが、今

回の諮問事項の骨格となる事項は確か５回とおっしゃっていらしたと思

いますが、４月下旬とはいつの４月下旬ですか。この審議会のスケジュ

ールをお願いします。 

 

今年の４月です。 

 

それまでに骨格をということですね。 

 

基本計画です。全部で５回くらいを考えておりますので、骨格となる

部分については２回位と考えています。 
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基本計画については５回くらい、その後はまた・・・ 

 

全体で５回くらいです。４月下旬までにお願いしたいと思います。 

 

はい、分かりました。 

 

ありがとうございます。では、堀越委員さんお願いします。 

 

私もはじめて給食施設がこんなに年月がたっていると知りました。 

計画はすごくよい事だと思いました。予算の面もあるのでよい方向に

進めばよいと思いました。 

 

ありがとうございます。続いて、落合委員さんお願いします。 

 

学校現場代表という立場で、子供たちの立場に立って考えてみたので

すが、まず、給食に関しては、子供たちは毎日給食を楽しみにしていま

す。今日の給食は何だろう、今日の献立は何だろうと言って、献立表を

見ています。 

そのような中で、給食センターの役割が幾つかあると思います。まず

は、給食を提供していただきますので、子供たちにとって安全で安心な

ものでなければならないと思います。先程、事務局の説明の中で、かな

り老朽化している、また、衛生面でも基準を満たしていないという話も

ありました。ちょっと心配かなと思いました。 

また、今、子供たちの朝食を食べないとか、固食（孤食、個食等）と

いって１人でご飯を食べるとか、決まったものしか食べないといったこ

とが問題となっていて、健康上の問題にもなっていることから食育が凄

く叫ばれています。久喜市でも毎年１１月か１２月頃に「健康・食育ま

つり」というのが行われているのですが、市内小中学校のほとんどの学

校が参加しております。食育の取り組みのパネル展示やポスターを書い

たり、各学校でも教育課程に食育を位置づけて、食に関する勉強に取り

組んでいます。そのような面からも給食センターが食育を進めるに当た

ってのセンター的な役割りを果たしていただけるセンターとなるのが子

供たちにとってよりよいものになるのかと思います。 

そのような中で、１２，０００食のセンターとはどのようなものにな

るのか想像してみたのですか、私自身そこまで大きなセンターを見たこ
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とがありません。鷲宮や菖蒲の給食センターは中まで見たことがあるの

ですが、１２，０００食となると、どういう施設で、どういう規模にな

るのか、先程の事務局の説明の中で見学コースや親子で調理ができると

かありましたが、イメージができないので、ぜひ先進的な給食センター

の視察をしていただくとイメージが湧いてくるのかと思いました。 

 

はい、ありがとうございました。では、尾崎委員さんお願いします。 

 

この１時間で内容のまとまった報告がありまして、だいぶ内容が把握

できたのですが、この審議会の役割というか、審議をしなければいけな

い争点とかいまいち分からない。今、何を審議して欲しいのか、理科大

の場所でいいのかを決定する審議なのか、運営方法についての審議なの

か、争点が広範囲すぎてどこの部分の審議なのか分からないので、今日

はどこの部分なのか、さっきおっしゃったように、今日はこれが決まら

ないと先に進めないということなので、急いでいらっしゃるようなので、

それなりに今まで研究して考えてきたことなので、いつぐらいまでにこ

の審議をもらいたい、どの内容について審議をとりたいというのを示し

ていただいた方が、我々としても何についていつまでに考えるのかが分

かった方が私たちにとってもやりやすいのかなと思いました。 

 

ありがとうございます。では、続いて古川委員さんお願いします。 

 

私も子供がまだ小学校に通っておりまして、給食が一番楽しみな時間

と聞いております。その給食に少しでも親の立場から関われたらという

事でここに参加させていただいたのですが、尾崎さんもおっしゃられた

ように、やはり規模が大きすぎてどういうふうにこれから関わっていっ

たらいいのか、戸惑いの方が大きいのですが、２年間という期間をいた

だきましたので、２年間のうちに皆さんと一緒に審議に関わらせていた

だけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。では、大谷委員さんお願いします。。 

 

今までの過去の審議会にもありましたように、いきなり資料を見せら

れて、そこでどうですかと言われてもなかなか難しいところがあります

ので、引き続き、事前に当日の資料を送っていただいた上での審議への
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参加がとれればなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。では、谷野委員さんお願いします。 

 

尾崎副会長のおっしゃるとおり、広範囲すぎるのを、できれば、お題

目を事前に決めていただいてグループディスカッション的な話し合いが

できたらと思う。なぜかと言うと、市民目線、学校目線、そして保護者

目線、専門家の目線、各々違うと思いますので、そこを照合した上でよ

りよい運営が、決議ができればと思いますので、それをご検討いただけ

ればと思います。 

それから、意見なのですが、先程、久喜市の５つの指針がございまし

た。方針の中で、食育の充実、地産地消の推進ということが１０ページ

に書かれておりますが、過去に埼葛のＰＴＡ連合会で食育について議論

が出た中で、各市町村の食育の特色を挙げてくれというお題目が出まし

た。 

ただ、久喜市としまして、１市３町のいろいろな運営方法がございま

すから、市町村ごとの特色というところまでは話が進みませんでした。

というところで、特色ありきの食育、文化というのを話し合いができれ

ばと思います。食育ということに関連しまして、ある地域で、お皿、ト

レーが一体化しているものが使用されているそうです。私も実際食した

ことが無いのでわからないのですが、言葉が適当かどうか分からないの

ですが、ある意味犬食いのようなトレーの形状があるということで、あ

る一部の保護者は懸念をしているところがあります。管理・衛生に関し

てはとても容易いのかなと思うのですが、一方で、また、食器の統一化

は図れるはずですので、日本人としての食文化、食の美、美しさを合わ

せて検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから質問なんですが、生業が物流なのでいろいろ平面図というの

を見させていただきました。学校給食センターの設備用地というので縮

尺がざっくりになっているので、ちゃんとしたものではないと認識させ

ていただきたいと思います。まず、積み込み場所が北東地域になってい

ますので、今、季節は冬です。かなり北風が強いときに積み込み場所、

集積場所がこちらでよいのかと。あと、先程さらっと４０億円とおっし

ゃっていましたが、はたしてそこまで金額がするのかなというのもちょ

っと倉庫を建てる側でいますので少しびっくりしました。そこも含めて

話し合いの席で出来ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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ありがとうございました。では、根本委員さんお願いします。 

 

学校薬剤師の立場といたしまして、やはり鷲宮給食センターとかいろ

いろ施設見学に行きましたが、衛生面のことが心配です。あと、給食セ

ンターができると聞いたときは、うれしく感じました。なぜかというと、

前もいろいろなところに試食に行きましたが、栗橋地区、鷲宮地区等で

給食の食器も違いましたし、給食費はやっと統一しましたが、同じでメ

ニューも同じものが食べられるということが今まで我慢してきて、やっ

とここで平等にセンターを作っていただけるということに賛成しており

ます。できれば、速急に進めていけたらばと思っております。 

 

ありがとうございます。では、岡安委員さんお願いします。 

 

先程の事務局の説明、長くありましたが、内容的には良いことばかり

で我々が口を挟むところは無いのではないかと思うくらいです。 

その一例として、メニューの一律化とか、給食費は数年前に決めまし

たけれど、統一料金を払っているわけですけれど、我々委員の向かうと

ころは、設備面とかよりも内容的なことを考えていくのが委員の役目か

と思うので、そこのところが少々荷が重いかと思います。ただ、新しい

センターを作るということに対しては大賛成です。 

 

ありがとうございます。短い時間でございましたが、各委員さんから

のご意見ありがとうございました。 

今、ご要望やご質問がありましたけれど、幾つかこちらで取り纏めて

みますと、かなり大きな審議の内容なので、これからのスケジュールに

ついて、今日は口頭での話だったので、少し整理して、それぞれのこと

についての詳細の資料をいただければと思います。 

また、資料についても事前に送付いただければ各委員さんが考えを持

ってここに臨めることになりますのでお願いします。 

また、今日は協議ということで、机上で話を聞いたわけですが、先程

の落合委員さんの意見にもありましたように、私たちのイメージとして

の給食センターというのはバラバラであるかと思うので、最新の施設を

見学して、また審議をしていくということも私たち委員として意義も大

きいかと思っておりますので、４月の末までにということもありますが、
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見学を入れていただければお願いしたいと思います。 

また、協議の仕方についても、前回も会長を仰せつかったわけですが、

私といたしましてもできる限り委員さんが自由にたくさんの議論をして

いただけるような進め方をしたいと思っていますので、遠慮なさらずに

お話していただきまして、限られた時間の中ですが、お願いしたいと思

っています。 

それでは、今のご意見、ご質問、ご要望等を踏まえまして、また、次

回の会議でお示しいただければと思います。 

次回は、その資料、スケジュールに基づいて議事を具体的に進めてい

くことになりますので、各委員さんはお手元に届いた資料のご意見をお

持ちいただければと思います。 

では、議事は以上で終了いたしますが、何かございますでしょうか。 

 

【意見なし】 

 

では、本日はこれで議事を終了とさせていただきます。これをもちま

して議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

では、事務局にお返しいたします。 

 

只今、委員の方からご質問がありましたことについて申し上げます。 

まず１点目、落合委員さんからお話のありました視察についてですが、

事務局サイドでは、既に同規模のセンターの視察というものを何回か行

っております。落合委員さんがおっしゃるように、実物を見ないとなか

なかイメージが湧かないというのもおっしゃるとおりかと思いますの

で、予定には無かったのですが、スケジュール的に可能であれば、視察

を審議の中での参考とする上でも検討したいと考えています。 

スケジュール的なものとして、先程も申し上げましたように４月の下

旬までには、いわゆる基本計画の案を含めての答申という形で考えてお

ります。そこに行く前段としまして尾崎委員さんからもご質問がありま

したが、何を審議すればいいのかよく見えないというような話もありま

した。それもはっきりさせた方がよろしいかと思いますので、基本的に

は、今日、諮問させていただいたとおり、新しい学校給食センターを造

るということについては、市としてはこれを造りたいということで、こ

のことについての是非については基本的には“ありき”で考えていると

ころでございます。 
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その上で、どういった施設を造ったらいいか、その骨格の部分が設置

場所として今提案させていただいております東京理科大学の跡地、規模

といたしましては、市内小中学校の全部を賄えるだけの最大１２，００

０食の規模のもの、それから、運営としては公設民営というとで、建物

は市で建てます、その中の調理業務については民間の業者に委託すると

いうのが１つの案ということでお示しをさせていただいたところでござ

います。 

それらについて、委員の皆様がどうお考えになるのか答申でいただき

たいということが、まず１点でございます。それが骨格となる部分でご

ざいまして、それにつきましては、先程も申し上げましたように、なる

べく早い段階で、２回目、３回目くらいのところで審議会としての考え

方を出せればいいのかなと思います。 

そちらが決定しますと、具体的に食器をどうしていこうとか、そのよ

うな部分に入っていけるのか、その辺を基本計画の中で定めて、最終的

には計画案を作り上げるということで、４月の下旬までにと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

誠に勝手ながら、次回の審議会の日程について、私どもの都合で申し

訳ありませんが、２月２日で予定しているところでございます。その時

も本日諮問いたしました骨格となる事項につきましてもご検討いただき

たいと考えております。その前に、落合委員さんからご提案のありまし

た視察についても１回見ていただければ審議するに当たっての参考とな

る、あるいは、イメージしやすくなるかと思いますので、調整してみて    

会議のほうは２月２日に開催したいと考えているところでございまし

て、それ以前の１月末に視察の調整をしたいと考えております。そのこ

とにつきましては、追って連絡を差し上げたいと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

では、早急にお願いします。事務局へお返しいたします。 

 

村田会長、ありがとうございました。また、委員の皆様には長時間に

わたり慎重なご審議をありがとうございました。 

それでは、次第の５．その他ということで私の方から連絡を差し上げ

ます。今の課長の話と重なるところがございますが、次回の審議会は２

月２日木曜日、午後１時３０分から、会場は本日と同じ菖蒲総合支所４

階、第１集会室となります。委員の皆様には改めてご案内を差し上げた
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いと存じますので、よろしくお願いいたします。また、只今お話のあり

ました視察につきましても調整がつきましたならばご案内させていただ

きます。 

それでは、本日の審議会を閉じるにあたりまして、尾崎副会長からご

挨拶を頂戴したいと存じます、よろしくお願いいたします。 

 

以上をもちまして平成２９年第１回久喜市学校給食審議会を閉会いた

します。お疲れ様でした。 

 

本日はありがとうございました。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  平成２９年２月９日 
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